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加賀市の認知症施策全体について

・認知症になることを遅らせる取り
組み（一次予防）の推進

・早期発⾒・早期対応（⼆次予
防）、発症後の進⾏を遅らせる取り
組み（三次予防）

・認知症の⼈本⼈の視点に⽴った
「認知症バリヤフリー」の推進

①啓発普及・
本⼈発信支援

認知機能低下のない人
認知機能低下のある人

（軽度認知機能低下（MCI）含む）
認知症の人

●認知症サポーター養成講座（キャラバン・メイト活動） ●地域包括支援センター
（ブランチ含む）の運営 ●介護なんでも110番相談窓口 ●当事者講演会
●認知症ケアパス（私の暮らし手帳） ●本人ミーティングの開催 ●個別地域ケア会議

②予防

③医療・ケア・介護サー
ビス・ 介護者への支援

●認知症初期集中支援チーム ●中堅職員研修（認知症対応力向上研修）
●認知症地域支援推進員の育成 ●かかりつけ医等認知症対応力向上研修
●家族介護支援事業 ●認知症見立て塾
●認知症カフェやボランティア（認とも）の育成

④認知症バリアフリーの推進・若年性
認知症の⼈への支援・社会参加

●成年後見制度活用 ●見守りネットワーク（安心メール）
●チームオレンジの設置

⑤研究開発・産業
促進・国際展開

●認知症施策推進大綱 【基本的な考え】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の
視点を重視しながら、「共生」と「予防（※1）」を車の両輪として施策を推進

「予防（※１）」とは、
「認知症にならない」という意
味ではなく、「認知症になるの
を遅らせる」「認知症になって
も進⾏を緩やかにする」という
意味が込められている。

●地域おたっしゃサークル ●元気はつらつ塾 ●もの忘れ健診
●オンライン「通いの場」アプリ ●高齢者の介護予防と保健事業の一体的実施
●脳活性化プログラムの啓発普及 ●老い支度講座（かがやき予防塾）

加賀市の認知症に関する現状①

※令和3年4月から令和4年3月の新規要介護申請者(713人)の主治医意見書主病名１より令和５年度 第１回高齢者分科会資料より
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n=713

n=731

n=625

加賀市の認知症に関する現状②

要介護度別・介護者が不安を感じる介護
図表 要介護度別・介護者が不安を感じる介護
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要支援１・２(n=123) 要介護１・２(n=249) 要介護３以上(n=108)

〇要介護１以上では「認知症状への対応」「夜間の排泄」「日中の排せつ」について、不安が大きい。
○要支援１、２では「入浴・洗身」「外出付き添い、送迎等」「夜間の排泄」について、不安が大きい。
〇在宅生活の継続が困難と判断する重要なポイントとして「認知症状への対応」「排泄への対応」が挙げられる。

加賀市の認知症に関する現状③

⾼齢者分科会令和5 年度 第3 回 資料１－１
令和５年度在宅⽣活改善調査 集計結果より

再掲
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在宅⽣活改善調査において、⽣活の維持が難しくなっている理由
（本⼈の状態に属する理由、複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の⽅や不明な⽅を含めています。
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認知症の症状の悪化

医療的ｹｱ･医療処置の必要性の⾼まり

その他､本人の状態等の悪化

本人の状態等の改善

該当なし

無回答

合計(n=140) 要支援1〜要介護2(n=83) 要介護3〜要介護5(n=55)

加賀市の認知症に関する現状④ 再掲

⾼齢者分科会令和5 年度 第3 回 資料１－２
令和５年度在宅⽣活改善調査 集計結果より

現在の利⽤者の状況

加賀市内の施設において
居所を変更した理由（順位不問、複数回答）
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必要な支援の発生・増大

必要な身体介護の発生・増大

認知症の症状の悪化

医療的ケア・医療処置の必要性の⾼まり

上記以外の状態像の悪化

状態等の改善

必要な居宅サービスを望まなかったため

費用負担が重くなった

その他

加賀市の認知症に関する現状⑤ 再掲

⾼齢者分科会令和5 年度 第3 回 資料１－３
令和５年度在宅⽣活改善調査 集計結果より
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当事者や家族からの声・支援者からの声

当事者の声
（相談実績より抜粋）

1.ボケても、元々住んでいた家が一番いいわ。どこも行きたくない。
2.もの忘れが進まないように、出来ることは自分でやりたい。
3.同じような境遇の人と話をしてみたい。
4.頭が悪くなってしまった。この辛さあんたらに分かるか。自分ではボケとらんと
思っていても、出来んことが増えてきて情けないわ。

家族からの声
（相談実績より抜粋）

1.大量に商品を買ったり、家にあるにもかかわらず、同じものを買っている。
２．置いたところを忘れ、日付もわからず、何度も何度も同じことを聞きに来る。イ
ラッとすることが多くなり、本人と離れる時間がほしい。
３.もともと認知症状があるものの、夫婦でなんとか生活できていたが、急に妻が
入院し、妻を探しに外に出て、うろうろするようになった。どこか預けれらるとこ
ろはないだろうか。

支援者からの声
（事業所ヒアリングより）

1.介護者の会など、介護者同士で話し合える場、家族の介護の体験談を聞く場が
あるとよいのではないか。
2.高齢者になってから認知症のことを学ぶより、若い時から学ぶ仕組みが大事な
のではないか。
3.当事者同士のつながりの場があるといいのではないか。

第9期計画における取り組みについて
①認知症に関しての相談件数の増加及び介護保険申請時の理由に認知症が増
加している。
▶認知症の予防（「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」こと）
の推進
●もの忘れ健診、地域おたっしゃサークル、脳活性化プログラムの普及、認知症ケアパス

②在宅介護実態調査において、介護者が不安を感じる介護として、要介護１、２
の場合「認知症状への対応」の割合が高い。
▶介護者の認知症の対応力の向上 ●チームオレンジ
▶地域住民等の認知症の正しい理解の促進 ●認知症サポーター養成講座、個別地域ケア会議(※１)
(※1 個別地域ケア会議とは、地域で困っている高齢者等に対 して地域関係者や支援者が集まり、支援方法を検討し、役割分担等を
行う会議。)

③施設入居の場合、住まい変更の理由として、「医療処置の必要性」と「認知症状
の悪化」が主な理由となっている。
▶介護職の医療に関する知識及び認知症のケアの向上
●認知症初期集中支援チーム（※2）（専門職チーム）の施設への拡大

（※2 認知症初期集中支援チームとは、認知症専門医や精神保健福祉士等の専門職が、医療の見立てや適切な医療サービスや介護
サービスを紹介したり、困りごとを伺い、支援者と一緒に解決策を考える場）

●認知症の人のためのケアマネジメント センター方式（アセスメントツール）
●医療知識に関する研修

④当事者同士または家族同士が集い、話しあう場を望んでいる
▶居場所の設置
●認知症カフェ
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もしも、自分が認知症、介護が必要な状態になったら・・・

■「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」成立■

〇認知症の人が、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる「共生社会」（認知症の人
を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある社会）の実現を推進するため、認知症施策について、基本理念、
国・地方公共団体の責務、計画の策定、基本的施策等について定める共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法（以下「法」という。）が、令和５年６月に議員立法により成立。

◆認知症基本法のポイント◆
・認知症の人が尊厳を持ち、希望を持って暮らせる共生社会の実現
・首相を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置
・国は認知症の人や家族らの意見を聞いた上で基本計画を策定
・自治体も地域ごとに計画を策定（努力義務）
・国民への認知症教育の推進
・交通・金融機関や小売業者などは必要かつ合理的な配慮を実施（努力義務）
・認知症の予防、治療、介護方法、社会参加のあり方などに関する研究の推進

参考

～本人の意思を生かす社会に～

◆今後◆
・政府は今後、認知症施策推進基本計画を策定予定。市はそれを踏まえ、市町の計画を策定予定
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、

R5.3.23 厚生労働省認知症官⺠協議会総会資料より

参考
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